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確定拠出年金規定

[bookmark: _Toc210986697]（目的）
　　第１条　この規程は、従業員に適用する企業型確定拠出年金制度（以下「確定拠出年金」という。）に関する事項について定めたものである。

[bookmark: _Toc210986698]（年金規約）
　　第２条　この規程に定めのない確定拠出年金に関する事項については、別に定める
「はーとらいふグループ企業型年金規約」（以下「年金規約」という。）による。

[bookmark: _Toc210986699]（加入時期・資格喪失年齢）
　　第３条　正規従業員、短時間正規従業員は、入社日に確定拠出年金へ加入する。ただし、非正規雇用従業員は加入者とならない。
　　　　２　確定拠出年金の加入者の資格喪失年齢は７０歳とする。

[bookmark: _Toc210986700]（事業主掛金）
　　第４条　事業主掛金の算定の基礎となる金額（以下「基準給与」という。）は次に定める額とする。
基準給与＝別表に定めた勤続年数別掛金
※この条の勤続年数は、正規従業員・短時間正規従業員であった期間を指します。（休職期間、育児休業期間及び介護休業期間は通算しない。）
　　　　２　事業主掛金月額は、基準給与に１００％を乗じて得た額とし、当月分を翌月２５日（金融機関の休日にあたるときはその前営業日。）に拠出する。
　　　　３　第１項にかかわらず、休職期間、育児休業期間及び介護休業期間（会社の都合による場合を除き、無給となる月に限る。）は、掛金の拠出を中断する。

[bookmark: _Toc210986701]（加入者掛金）
　　第５条　確定拠出年金の加入者は、加入者掛金を拠出することができる。ただし、ｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）の加入者として掛金を拠出する者は、本制度において加入者掛金を拠出することはできない。
　　　　２　加入者掛金の拠出を希望する加入者は、会社が定める申出書を提出することにより、原則として毎年１１月分（１２月拠出）の掛金から加入者掛金の拠出を開始できるものとする。
　　　　３　加入者掛金の額は各月について１，０００円以上１，０００円単位で加入者が自ら決定した額とする。ただし、加入者掛金の額は、次の各号のいずれか少ない額を上限（１，０００円未満切り捨て。）とする。
（１）第４条で定める事業主掛金額
（２）法令上の拠出限度額と事業主掛金額との差額
　　　　４　加入者は、原則として年1回に限り、所定の様式により申し出ることで、１１月分（１２月拠出）の掛金から加入者掛金の額を変更することができる。ただし、拠出の停止は随時できるものとする。
　　　　５　加入者掛金の拠出開始及び加入者掛金額の変更の申し出は対象月の前月末日までに行うものとする。

[bookmark: _Toc210986702]（資産返還）
　　第６条　勤続期間３年未満で次の各号に該当した者は、第４条第２項に定める事業主掛金の拠出累計額相当を会社に返還するものとする。ただし、返還金の算定方法等は年金規約の定めによる。
（１）「定年、死亡、会社都合」以外の事由により退職した者
（２）「会社都合」以外の事由により解雇された者（諭旨解雇、懲戒解雇を含む）

[bookmark: _Toc210986703]（改廃）
　　第７条　この規程ならびに年金規約は、社会経済情勢または経営環境の変化、もしくは人事制度または関係法令の改定等の事情により改廃することがある。

[bookmark: _Toc210986704]附　則
（施行日）
第1条　この規程は２０２４年６月１日から施行する。

（経過措置）
第２条　施行日の前日より引き続き在籍する本則第３条第１項に規定する加入者となる者については、その規定にかかわらず、２０２４年６月１日に確定拠出年金へ加入する。
２．前項により確定拠出年金の加入者となる者は、２０２４年６月３０日までに会社が定める申出書を提出することにより、２０２４年６月分（７月拠出）から加入者掛金の拠出を開始できるものとする。

（別表）勤続年数別掛金月額

	勤続年数
	掛金月額

	５年未満
	５，０００円

	５年以上１０年未満
	８，０００円

	１０年以上１５年未満
	１０，０００円

	１５年以上２０年未満
	１２，０００円

	２０年以上
	１５，０００円



（勤続年数の基準は毎年１１月1日とし、１１月分の掛金（１２月拠出分）から変更するものとする。）




役員確定拠出年金規程

（目的）
第１条　この規程は、役員に適用する企業型確定拠出年金制度（以下、「確定拠出年金」という。）に関する事項を定めたものである。

（年金規約）
第２条　この規程に定めのない確定拠出年金に関する事項については、別に定める
「はーとらいふグループ企業型年金規約」による。

（加入時期・資格喪失年齢）
第３条　役員は、役員就任日に確定拠出年金へ加入する。
２．確定拠出年金の加入者の資格喪失年齢は７０歳とする。

（事業主掛金）
第４条　事業主掛金の算定の基礎となる金額（以下「基準給与」という。）は次に定める額とする。
一律　５０，０００円
２．事業主掛金月額は、基準給与に１００％を乗じて得た額とし、当月分を翌月２５日（金融機関の休日にあたるときはその前営業日）に拠出する。

（加入者掛金）
第５条　確定拠出年金の加入者は、加入者掛金を拠出することができる。ただし、ｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）の加入者として掛金を拠出する者は、本制度において加入者掛金を拠出することはできない。
２．加入者掛金の拠出を希望する加入者は、会社が定める申出書を提出することにより、原則として毎年１１月分（１２月拠出）の掛金から加入者掛金の拠出を開始できるものとする。
３．加入者掛金の額は各月について１，０００円以上１，０００円単位で加入者が自ら決定した額とする。ただし、加入者掛金の額は、次の各号のいずれか少ない額を上限（１，０００円未満切り捨て。）とする。
（１）第４条第２項で定める事業主掛金額
（２）法令上の拠出限度額と事業主掛金額との差額
４．加入者は、原則として年1回に限り、所定の様式により申し出ることで、１１月分
（１２月拠出）の掛金から加入者掛金の額を変更することができる。ただし、拠出の停止は随時できるものとする。
５．加入者掛金の拠出開始及び加入者掛金額の変更の申し出は対象月の前月末日までに行うものとする。

（規程の準用）
第６条　この規程に定めのない事項については、従業員に適用する「確定拠出年金規程」を準用するものとし、その他取扱に疑義が生じた場合は、その都度会社が決定する。

[bookmark: _Toc210986705]附　則
（施行日）
第１条　この規程は２０２４年６月１日（以下施行日という）から施行する。
　　　　この規程は２０２５年１０月１日から施行する。

（経過措置）
第２条　施行日の前日より引き続き在籍する者については、本則第３条第１項の規定にかかわらず、２０２４年６月１日に確定拠出年金へ加入する。
２．前項により確定拠出年金の加入者となる者は、２０２４年６月３０日までに会社が定める申出書を提出することにより、２０２４年６月分（７月拠出）から加入者掛金の拠出を開始できるものとする。
以上
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